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平成２７年政策評価書

安全で安心できる県民生活の確保千葉県警察重点目標

組織犯罪や匿名性の高い犯罪に対する戦略的諸対策の推進施 策

施 策 目 標 総合的な薬物対策及び暴力団対策の推進

薬物の密輸や密売は、犯罪組織の主要な資金源となって組織

の存立を支える一方、覚醒剤や危険ドラッグなどの薬物乱用者

は、幻覚・妄想から各種犯罪を引き起こすなど、治安に対する

大きな脅威であることから、供給の遮断と需要の根絶の両面か

施策設定の背景 ら総合的な薬物対策を推進する必要があります。

また、暴力団による対立抗争事件や暴力団等によるものと認

められる拳銃を使用した凶悪事件が全国的に発生し、平穏な日

常生活に脅威を与えていることから、暴力団組織の弱体化・壊

滅に向けた総合的な暴力団対策を推進する必要があります。

薬物乱用者の発見及び徹底検挙実 施 項 目 １

末端乱用者に対する重点的な取締りを推進したほか、職務質
推 進 結 果 １

、 、 、問 相談業務等あらゆる警察活動を通じて 末端乱用者の発見

検挙活動を推進しました。

実 施 項 目 ２ 薬物密輸事犯の取締り強化

海空港の関係機関と連携を図り、水際で多数の薬物密輸被疑
推 進 結 果 ２

者を検挙、大量の違法薬物を押収したほか、突き上げ捜査や特

殊捜査手法を駆使するなどして、国内の密輸組織の実態解明や

壊滅を図りました。

実 施 項 目 ３ 暴力団による不法行為の根絶

１ 暴力団犯罪の徹底検挙
推 進 結 果 ３

あらゆる法令を駆使して、暴力団の資金源となる犯罪を摘

発するなど、積極的に暴力団犯罪を検挙し、組織の弱体化を

図りました。

２ 暴力団対策法の積極的な適用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う暴

力的要求行為等に対して、暴力団対策法を適用し、中止命令

、 。を積極的に発出するなど 組織の資金源の遮断に努めました

実 施 項 目 ４ 暴力団の活動基盤を崩壊させるための諸対策の推進

１ 千葉県暴力団排除条例に基づく諸対策の推進

千葉県暴力団排除条例の目的、効果等に係る広報啓発活動
推 進 結 果 ４

を推進するとともに、県民、事業者による暴力団排除の取組

を積極的に支援しました。

２ 地方公共団体が行う暴力団排除への支援
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暴力団排除条例に基づく推進体制の整備のほか、公の事務

・事業から暴力団等を排除するための規定整備など、地方公

共団体が行う暴力団排除の取組を積極的に支援しました。

１ 平成２７年中における薬物事犯の検挙状況
実 績 （ 成 果 ）

薬物事犯の検挙人員は７４３人（暫定値）で、前年と比較

して２６人増加しました。

危険ドラッグに係る事件の検挙人員は前年と比較して１８

人増加しました。

２ 平成２７年中における薬物密輸入事犯の検挙状況

密輸入事犯では、４２人を検挙し、前年と比較して６２人

減少しました。

３ 平成２７年中における暴力団の検挙状況等

暴力団の検挙人員は１０１２人（暫定値）で、前年と比較

して４人減少しました。

また、指定暴力団員が行う暴力的要求行為等に対する暴力

団対策法に基づく行政命令の発出件数は９１件で、前年と比

較して１８件減少しました。

【薬物事犯の検挙人員（千葉県 】
実績（成果）指標

）

注：平成２７年の数値は、暫定値である。

【薬物事犯における押収量（千葉県 】）

注：平成２７年の数値は、暫定値である。
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【薬物密輸入事犯の検挙人員（千葉県 】）

注：平成２７年の数値は、暫定値である。

【暴力団犯罪の検挙人員（千葉県 】）

注：平成２７年の数値は、暫定値である。

【行政命令の発出件数（千葉県 】）
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【薬物事犯の検挙人員（全国 】
参 考 指 標

）

注：平成２７年の数値は、上半期の数値である。

【薬物事犯における押収量（全国 】）

注：平成２７年の数値は、上半期の数値である。

【薬物密輸入事犯の検挙人員（全国 】）

注：平成２７年の数値は、上半期の数値である。

本表の数値は、麻薬特例法違反の検挙人員を含みません。
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【暴力団犯罪の検挙人員（全国 】）

注：平成２７年の数値は、確定次第掲載とする。

【行政命令の発出件数（全国 】）

注：平成２７年の数値は、確定次第掲載とする。

〇 薬物対策については、突き上げ捜査から暴力団や外国人犯
効 果

罪組織が関与する薬物密輸・密売組織を壊滅するとともに、

麻薬特例法の適用と薬物犯罪収益の剥奪によって、人・資金

の両面から打撃を与えました。

また、関係機関と連携を図り、水際で大量の違法薬物を押

収して、国内への流入を阻止しました。

〇 暴力団対策については、あらゆる法令を駆使した取締りと

暴力団排除活動を両輪とした取組によって、暴力団組織を支

える人的基盤に打撃を与えるとともに、資金源の封圧を進め

ることができました。

今 後 の 課 題 〇 薬物対策

及 び 方 針 薬物乱用者の徹底検挙を図るほか、暴力団や外国人犯罪組

織が関与する薬物密輸・密売組織の解明・壊滅に向けた捜査

を推進します。

、 、危険ドラッグ販売は ネット通販やデリバリー型へ移行し

潜在化していることから、関係機関との連携を更に強化して

監視活動などの実態把握を推進します。

〇 暴力団対策
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暴力団は、社会経済情勢の変化に応じて、暴力団関係企業

や共生者を利用するなど、資金獲得活動を多様化させていま

す。

今後とも、暴力団の弱体化・壊滅に向け、引き続き、組織

の実態解明を図るとともに、資金源犯罪等に重点を置いた取

締り、官民一体となった暴力団排除活動を両輪とした暴力団

総合対策を推進します。

施 策 主 管 課 刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器対策課、刑事部組織犯罪対策

本部捜査第四課

政策評価担当課 刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪対策課

注１：参考指標【薬物事犯の検挙人員（千葉県 【薬物事犯における押収量（千葉県 【薬物密輸入事犯の）】 ）】

検挙人員（千葉県 】の平成２７年の数値は暫定数値です。数値が確定しましたら確定値に変更しま）

す。

２：参考指標【薬物事犯の検挙人員（全国 【薬物事犯における押収量（全国 【薬物密輸入事犯の検挙）】 ）】

人員（全国 】は平成２７年上半期現在の数値です。それぞれ、数値が確定しましたら確定値に変更）

。 、【 （ ）】 、 。します また 薬物密輸入事犯の検挙人員 全国 の数値には 麻薬特例法の検挙人員を含みません

３：暴力的要求行為とは、暴力団対策法９条で禁止されている民事介入暴力の典型的な２７種類の行

為をいい、指定暴力団（暴力団対策法で指定された暴力団）の暴力団員が暴力団の威力を示してこ

の種行為を行うことをいいます。

４：実績指標【暴力団犯罪の検挙人員（千葉県 】の平成２７年の数値は暫定値です。数値が確定し）

ましたら確定値に変更します。また、参考指標【暴力団犯罪の検挙人員（全国 【行政命令の発出）】

件数（全国 】の平成２７年の数値は確定次第掲載します。）
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平成２７年政策評価書

安全で安心できる県民生活の確保千葉県警察重点目標

組織犯罪や匿名性の高い犯罪に対する戦略的諸対策の推進施 策

総合的な薬物対策及び暴力団対策の推進施 策 目 標

薬物の密輸や密売は、犯罪組織の主要な資金源となって組織の存

立を支える一方、覚醒剤や危険ドラッグなどの薬物乱用者は、幻覚

・妄想から各種犯罪を引き起こすなど、治安に対する大きな脅威で

あることから、供給の遮断と需要の根絶の両面から総合的な薬物対

策を推進する必要があります。施策設定の背景

また、暴力団による対立抗争事件や暴力団等によるものと認めら

れる拳銃を使用した凶悪事件が全国的に発生し、平穏な日常生活に

脅威を与えていることから、暴力団組織の弱体化・壊滅に向けた総

合的な暴力団対策を推進する必要があります。

薬物乱用者の発見及び徹底検挙実 施 項 目 １

末端乱用者に対する重点的な取締りを推進したほか、職務質問、
推 進 結 果 １

相談業務等あらゆる警察活動を通じて、末端乱用者の発見、検挙活

動を推進しました。

薬物密輸事犯の取締り強化実 施 項 目 ２

海空港の関係機関と連携を図り、水際で多数の薬物密輸被疑者を
推 進 結 果 ２

検挙、大量の違法薬物を押収したほか、突き上げ捜査や特殊捜査手

法を駆使するなどして、国内の密輸組織の実態解明や壊滅を図りま

した。

暴力団による不法行為の根絶実 施 項 目 ３

１ 暴力団犯罪の徹底検挙

あらゆる法令を駆使して、暴力団の資金源となる犯罪を摘発す

るなど、積極的に暴力団犯罪を検挙し、組織の弱体化を図りまし
推 進 結 果 ３

た。

２ 暴力団対策法の積極的な適用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して行う暴力的

要求行為等に対して、暴力団対策法を適用し、中止命令を積極的

に発出するなど、組織の資金源の遮断に努めました。

暴力団の活動基盤を崩壊させるための諸対策の推進実 施 項 目 ４

１ 千葉県暴力団排除条例に基づく諸対策の推進

千葉県暴力団排除条例の目的、効果等に係る広報啓発活動を推
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進するとともに、県民、事業者による暴力団排除の取組を積極的
推 進 結 果 ４

に支援しました。

２ 地方公共団体が行う暴力団排除への支援

暴力団排除条例に基づく推進体制の整備のほか、公の事務・事

業から暴力団等を排除するための規定整備など、地方公共団体が

行う暴力団排除の取組を積極的に支援しました。

１ 平成２７年中における薬物事犯の検挙状況

薬物事犯の検挙人員は７４３人 で、前年と比較して（暫定値）

２６人増加しました。

危険ドラッグに係わる事件の検挙人員は前年と比較して１８人

増加しました。

２ 平成２７年中における薬物密輸入事犯の検挙状況

密輸入事犯では、４２人を検挙し、前年と比較して６２人減少
実 績 （ 成 果 ）

しました。

３ 平成２７年中における暴力団の検挙状況等

暴力団の検挙人員は１０１２人（暫定値）で、前年と比較して

４人減少しました。

また、指定暴力団員が行う暴力的要求行為等に対する暴力団対

策法に基づく行政命令の発出件数は９１件で、前年と比較して１

８件減少しました。

【薬物事犯の検挙人員（千葉県 】）

注：平成２７年の数値は、暫定値です。

【薬物事犯における押収量（千葉県 】）

実績（成果）指標

注：平成２７年の数値は、暫定値です。

H２３ H２４ H２５ H２６ H２７

覚醒剤事犯 679 645 565 621 604

大麻事犯 65 85 47 60 81

その他の薬物事犯 11 12 11 36 58

合計 755 742 623 717 743

755 742

623

717 743

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000（人）

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ H２７

覚醒剤 175.3 177.4 230.1 194.2 238.9

大麻 15.9 126.7 3.9 39.4 1.4

その他の薬物 25.1 1.1 1.0 1.1 18.1

0

50

100

150

200

250

300
（㎏）



- 3 -

【薬物密輸入事犯の検挙人員（千葉県 】）

注：平成２７年の数値は、暫定値です。

【暴力団犯罪の検挙人員（千葉県 】）

注：平成２７年の数値は、暫定値です。

【行政命令の発出件数（千葉県 】）

【薬物事犯の検挙人員（全国 】）

注：平成２７年の数値は、 です。上半期の数値
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【薬物事犯における押収量（全国 】）

参 考 指 標

注：平成２７年の数値は、平成２７年上半期の数値です。

【薬物密輸入事犯の検挙人員（全国 】）

注：平成２７年の数値は、平成２７年上半期の数値です。

、 。本表の数値は 麻薬特例法違反の検挙人員を含みません

【暴力団犯罪の検挙人員（全国 】）

注：平成２７年の数値は、確定次第掲載します。
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【行政命令の発出件数（全国 】）

注：平成２７年の数値は、確定次第掲載します。

〇 薬物対策については、突き上げ捜査から暴力団や外国人犯罪組

織が関与する薬物密輸・密売組織を壊滅するとともに、麻薬特例

法の適用と薬物犯罪収益の剥奪によって、人・資金の両面から打

撃を与えました。
効 果

また、関係機関と連携を図り、水際で大量の違法薬物を押収し

て、国内への流入を阻止しました。

〇 暴力団対策については、あらゆる法令を駆使した取締りと暴力

団排除活動を両輪とした取組によって、暴力団組織を支える人的

基盤に打撃を与えるとともに、資金源の封圧を進めることができ

ました。

〇 薬物対策

薬物乱用者の徹底検挙を図るほか、暴力団や外国人犯罪組織が

関与する薬物密輸・密売組織の解明・壊滅に向けた捜査を推進し

ます。

危険ドラッグ販売は、ネット通販やデリバリー型へ移行し、潜

在化していることから、関係機関との連携を更に強化して監視活今 後 の 課 題

動などの実態把握を推進します。及 び 方 針

〇 暴力団対策

暴力団は、社会経済情勢の変化に応じて、暴力団関係企業や共

生者を利用するなど、資金獲得活動を多様化させています。

今後とも、暴力団の弱体化・壊滅に向け、引き続き、組織の実

態解明を図るとともに、資金源犯罪等に重点を置いた取締り、官

民一体となった暴力団排除活動を両輪とした暴力団総合対策を推

進します。

刑事部組織犯罪対策本部薬物銃器対策課、刑事部組織犯罪対策本部
施 策 主 管 課

捜査第四課
政策評価担当課

刑事部組織犯罪対策本部組織犯罪対策課

注１：参考指標【薬物事犯の検挙人員 【薬物事犯における押収量 【薬物密輸入事犯の検（千葉県 （千葉県） ）】 】

挙人員 】の平成２７年の数値は暫定数値です。数値が確定しましたら確定値に変更します。（千葉県）

２：参考指標【薬物事犯の検挙人員（全国 【薬物事犯における押収量（全国 【薬物密輸入事犯の検挙）】 ）】
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人員（全国 】は平成２７年 現在の数値です。それぞれ、数値が確定しましたら確定値に変 更） 上半期

します。また 【薬物密輸入事犯の検挙人員（全国 】の数値には、麻薬特例法の検挙人員を含みません。、 ）

３：暴力的要求行為とは、暴力団対策法９条で禁止されている民事介入暴力の典型的な２７種類の行

為をいい、指定暴力団（暴力団対策法で指定された暴力団）の暴力団員が暴力団の威力を示してこ

の種行為を行うことをいいます。

４：実績指標【暴力団犯罪の検挙人員 】の平成２７年の数値は暫定値です。数値が確定しま（千葉県）

したら確定値に変更します。また、参考指標【暴力団犯罪の検挙人員 【行政命令の発出件（全国）】

数 】の平成２７年の数値は確定次第掲載します。（全国）


